
�中産層の没落

前回の結びに ｢両極化｣ という言葉が出たので, こ

の言葉を繋がりとして, 最終回は所得不平等の問題を

考えてみたい｡ これは第 1回目の自営業者問題とも関

わっており, 結局のところ, 今回の 3回の連載で紹介

した問題は互いに密接にからみあっているといえる｡

｢貨物連帯｣ (貨物トラック運転手たちの労働組合)

のストライキを前回紹介したが, この記事が日刊新聞

の第 1面を飾ったのと同時に, 経済面には ｢中産層の

没落｣ と題する重要な記事が掲載された｡ これは, 韓

国開発研究院 (韓国の経済政策や各種政策の樹立に関

わる公共機関研究所｡ 筆者の勤めている韓国労働研究

院は労働政策を主に研究する公共機関研究所である)

の報告書の内容をまとめたものであった｡

簡単にその内容を紹介しよう｡ 統計庁の 『全国世帯

消費実態調査』 と 『世帯調査』 を分析した結果 (｢世

帯｣ は韓国では ｢家口｣ というが, ここでは日本での

表現にあわせ ｢世帯｣ とした), 中位所得の 50～150

％に該当する中産層世帯の比重が, 可処分所得を基準

とした場合, 68.5％ (1999 年), 61.9％ (2000 年),

58.5％ (2006 年) に減ってきたことが確認された｡

このような現象は総所得や市場所得を基準にした場合

も類似であったらしい｡ さらに, 1996 年から 2006 年

までに中産層から上類層 (中位所得の 150％を超える)

に移動した世帯は 3％程度であるが, 貧困層 (中位所

得の 50％未満) に陥った世帯は 7％に達していたので

ある｡ したがって, 韓国では貧困層に転落する可能性

が高くなっている, というものであった｡

さらに, その 1カ月後には, 韓国における低賃金労

働の実像が各種メディアで報じられ, 再び韓国国民を

驚かせることになった｡ これは OECD Employment

Outlook 2007 という OECD の報告書が指摘したも

ので, 2005 年の統計を基準とした場合, 韓国は

OECD 加盟国の中で, 低賃金労働者の比率が第 1 位,

すなわち, 中位賃金の3分の2より低い賃金を受け取っ

ている労働者が労働者全体の 25.4％であるので, い

わば, 労働者の 4分の 1が低賃金労働者であるとして

いる｡ ちなみに 2 番目の国はアメリカで 24.0％, 続

いてポーランド (23.5％), カナダ (22.2％), イギリ

ス (20.7％) の順で, 日本は 16.1％であり, 韓国と

日本の格差は 9.3％ポイントである｡

報告書は賃金格差に関しても明らかにしている｡ そ

れによると, 韓国の賃金分布 (2005 年基準) をみる

と, 上位 10％の平均賃金は下位 10％の 4.51 倍に達し

ており, この数値がハンガリーとアメリカの場合, 各々

5.63 倍と 4.86 倍であるため, 賃金格差においては韓

国がOECD加盟国の中で 3番目となっている｡

中産層の没落は自営業者の構造調整と深い関係があ

ると上述の報告書の著者らはみている｡ また自営業者

の構造調整は, 1997 年の通貨危機の際に生じた経済

危機を背景にしているといわれる｡ 経済危機によって

労働市場の構造調整が余儀なくされた中で, 日本と同

様に年功制賃金構造が特徴であった韓国においては,

人件費負担の大きい中高年労働者が構造調整の主要な

ターゲットとなったのである｡ 失職した中高年労働者

たちは転職が難しく, 一部の人たちは自営業部門に入

り込んだ｡ この増加によって, 自営業者は低い生産性

のもとで互いに激しい競争を強いられることになり,

利益が減少した｡ この現象が構造調整のモーメントと

して働いているといえる｡

このように 1997 年の経済危機こそ所得不平等の問

題を惹起した主犯とみる見解が少なくない｡ 一つの証

拠としてジニ係数の推移が挙げられる｡ 都市世帯 (一

人世帯や農家は除く) を対象にした場合, ジニ係数が

0.264 (1996 年) から 0.294 (1999 年) まで上がり,

少々下がった後, 2007 年には 0.300 という最高の数

値を示している｡

もちろん反論もある｡ グローバル化の展開, 技術変

化による熟練労働の需要変化, デジタル経済への進展

など, 先進国で観察される現象が韓国でも同様に現れ

ているためである｡ このような構造的変化が中産層の

没落をもたらし, 1997 年の経済危機がその動きを加

速させたという意見もあるのである｡ どの主張や仮説

No. 579/October 200894

YEE, Seung - Yeol

連載 

フィールド・アイ 
Field  Eye

李　　昇　烈 韓国労働研究院 
研究員 

ソウルから──③ 



がより整合的なのかについて数々の研究が行われてい

るが, 未だに定説が確立されたとは言い難い｡

原因はどこにあるにせよ, 所得不平等の問題につい

て, 前政権 (ノ・ムヒョン (盧武鉉) 政権) は福祉的

観点からとらえ, 最低賃金の引上げや福祉支出の拡大

などで解決しようとした｡ 例えば, 最低賃金は 2000

年 8 月に 16.6％の引上率で決定されて以降, ほぼ 10

％以上の引上率を示している｡ 8.3％が 2回, 9.2％が

1 回である｡ また, EITC (Earned Income Tax

Credit) も導入した｡ これはWorkfare といって労働

(Work) と福祉 (Welfare) を結合し, 低所得層に労

働意欲を喚起しようとする福祉プログラムである｡

2009 年から開始予定で, 夫婦の年間労働総所得が

1700 万ウォン未満の世帯に最大 80 万ウォンが支給さ

れる｡

こうした諸政策にもかかわらず, 上述したような所

得不平等化の進展や低賃金労働者の増加, そして貧困

層の拡大という結果は, どのように説明したら良いの

だろうか｡ 前政権はこれらの問題を解決できず, 不運

にも, 成長への回帰を選挙公約にあげた李明博候補に

政権を渡さなければならなかったのである｡

しかし, 最近, 韓国の労働市場をめぐる状況は現政

権をも悩ませている｡ それは求人数の一貫した低下で

ある｡ 現政権は, 300 万人の雇用を創り出すと公約し,

政権を握ったが, 就業者の増加数は, 今年 3 月に 18

万 4000 人, 4 月に 19 万人, 5 月に 18 万人, そして 6

月は 14 万 7000 人と, 現政府が出帆して以降, 10 万

人代に留まっているのである｡

所得不平等と雇用の減少, この 2つの問題は同時に

解決しようとしても妙案はなかなか出ない｡ 現政権の

苦悩は深まるばかりである｡ ｢成長を通じた福祉｣ か

｢成長に繋がる福祉｣ か, どちらを選ぶのが正解なの

であろうか｡ この選択により政策の目標は異なってく

るのである｡

ワーキングプアや非正規労働者などが深刻な社会問

題になっている日本も同じ悩みを抱えているのではな

いだろうか｡ ワーキングプア, ニート, 非正規など,

最近, 韓国や日本の労働市場で生ずる様々な現象を見

ていると, 両国の ｢同時性｣ は過去より強くなってい

るようである｡ いわゆる ｢世界化 (globalization)｣

の結果なのであろうか｡

�営利法人病院を巡る論争 (その後)

前回, 政府と与党が民間医療保険を導入しないと決

定し, 健康保険民営化論争は終息するかもしれないと

書いたが, 状況が一転した｡ ジェジュ道 (済州) が,

7 月 24 日と 25 日の両日, 営利法人病院の導入に関す

る意見を道民たちに問うことにしたのである｡ この意

見聴取の結果により, ジェジュ道に営利法人病院を設

立する立法案が提出された｡ ジェジュ道は, 特別自治

道といい, 他の地方自治体より高いレベルの自治権が

保障される地方自治体で, 現在韓国においては, ジェ

ジュ道だけが特別自治道である｡ ちなみに韓国では非

営利法人と個人事業者だけが民間病院の設立が可能で

ある｡

ジェジュ道における営利法人病院の設立は, まず第

一に, 営利法人病院が全国に広がる結果を生み出すの

か, 第二に当然指定制 (前回の連載で説明した) の廃

止につながるのか, 第三に医療サービス市場に競争が

導入され, 医療費が減少するのか否かなど, 医療民営

化論争の核心となる重要なテーマとなる｡ まさに政府

が避けるほかなかった医療民営化論争において, ジェ

ジュ道が政府側の代理役を果たしているといえるので

ある｡

意見聴取の結果は 7 月 28 日に発表され, 反対が

39.9％, 賛成が 38.2％で営利法人病院の導入案は棄

却された｡ しかし, 現ジェジュ道知事は, 議論や世論

を通じて引き続き導入を推進するとの決意を表明して

おり, また医療保険の民営化論争を引き起こす火種に

なる可能性は十分にある｡
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い・すんりょる 韓国労働研究院研究員｡ 最近の主な論文

に ｢引退者の健康状態分析｣ 『労働経済論集』 30 巻 2 号, 韓

国労働経済学会, 2007 年｡ 労働経済学専攻｡
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